
諫早市立有喜中学校　学校経営構想令和８年度

有喜中学校 教育方針

人間尊重の精神を基調として、郷土および国家を担う責任を自覚し、国際社会で信頼され活躍する広い心、健やかな体、

豊かな創造力をもった生徒の育成に努める。特に、地域や生徒の実態を基盤とし、教職員の総力をあげ、地域に根ざした

校風の樹立に努める。

校 訓

「自主」「友愛」「創造」

令和８年度 校内研究主題

「主体的に学び、対話ができる生徒の育成」 ～深い学びに導く指導のあり方～

生徒像

〇主体的、対話的に学ぼうとする生徒

〇互いに認め合い、高めあう生徒

〇志を持ち、自らの未来を切り開こうとする生徒

学校像

〇向上心あふれる学校（自主）

〇地域とともにある開かれた学校（友愛）

〇志を育み、感動ある学校（融和）

教師像

〇学び続ける教師

〇学年・教科・世代を超えて語り合う教師

〇健康で明るく、意欲溢れる教師

重点努力事項

〇人権意識を高める教育活動の充実 〇学習指導・生徒指導の共通実践 〇小・中・地域連携

努力事項

①学力の向上

□学びの習慣化（学習規律の徹底、家庭学習の充実、メディア利用指針の定着）

□基礎基本の確実な定着をベースにした思考力・判断力・表現力の向上

□特別支援教育の視点に立った教科指導の充実 □校内研修の実施

②思いやりの心の育成

□いじめの根絶 □心の教育・命の教育の充実（道徳科の充実、全教育活動を通した道徳教育の実践）

□人権尊重を基盤にした人権・同和教育・平和教育の推進 □生徒会活動、学級活動等を活用した生徒の自治的活動の推進

□温もりのある人間関係を培う学級・学年経営（居場所づくり）

③健康・安全・体力の増進

□感染症予防対策の徹底 □部活動の効果的運営と推進 □清掃の徹底（無言）と美しい学校環境づくり

□規則正しい生活の確立（「早寝、早起き、朝ごはん」の習慣化） □学校給食、食育の充実 □性教育の効果的取組

④生徒指導の充実

□いじめ・問題行動の早期発見と指導・相談活動の充実 □生徒理解と情報共有及び協働指導体制の強化と再構築

□家庭と連携した規範意識と生活習慣の確立

⑤特別支援教育の充実

□配慮を要する生徒についての共通理解・実践 □教育支援委員会の定期的実施と充実

⑥特別活動の充実

□３年間を見通したキャリア教育・進路指導の共通理解・実践 □生徒会活動（専門委員会活動）の活性化と生徒の主体性を生か

す学校行事の推進

⑦保護者・地域との連携と開かれた学校づくり

□信頼される職員集団づくりと不祥事の根絶（体罰・暴言、ハラスメント、飲酒、情報漏洩） □校区内小学校との連携・交流

□生徒、職員の地域行事、育友会行事への参加 □地域・保護者との情報共有と学校運営協議会・学校保健委員会の充実

学校教育目標

「いま、ここを頑張る、粘り強い生徒の育成」

学校支援体制

〇育友会・部活動育成会 〇学校運営協議会 〇地域ボランティア 〇地区健全育成会・社会福祉協議会 〇地区各種行事 〇専門機関

長崎県・諫早市教育方針

学びを人生や社会に生かそうとする

学びに向かう力・人間性

粘り強さ規範意識

自己理解

自己肯定

自立心

他者理解ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力

自他尊重
生命尊重

自然愛護

生きて働く

知識・技能

変化にも対応できる

思考力・判断力・表現力

自己有用

教育基本法等 関係法令

学校スローガン

「協創」

～ 誰かの一番星に!! ～

有喜中学校当たり前10か条

□早寝、早起き、朝ご飯 □元気な挨拶、大きな返事

□時間と期限を守る □忘れ物をしない

□礼儀正しい言葉遣いと高度う □授業は常に全力で集中

□身のまわりの整理整頓 □嘘つき、卑怯者にならない

□弱い者いじめをしない □SNS・ゲームは1時間以内



〇育友会・部活動育成会 〇学校運営協議会 〇地域ボランティア 〇地区健全育成会・社会福祉協議会 〇地区各種行事 〇専門機関

具現化のための理念・方策

(1) 常に、学習指導要領、県、市、学校の教育目標を意識して教育活動を行う。

〇「目標のないところに、効果的な実践はありえない」

常に、学習指導要領の趣旨、県、市、学校の教育目標を意識するとともに、目の前の生徒の変化を的

確に捉え、その後、何をするのがその生徒の成長に役立つのかを考えながら教育活動に当たる。

(2)「学校の主人公は生徒である」

〇“生徒の健全な成長のために”を最優先させて、すべての教育活動を計画・実践・評価する。併せて、

“生徒は発展途上の未完成な存在である”“成長の度合いには個人差がある”を常に意識し、指導を

焦らない、急ぎすぎないことも常に心に留めておく。

〇生徒を変えることは難しいが、教師が変わることはたやすい。固定化した生徒観、指導観ではなく、

目の前にいる生徒の実態に即して、柔軟に指導を展開する。周囲からのアドバイスも積極的に受ける。

〇生徒との信頼関係なしには、いかなる教育効果も期待できない。生徒全員を公平・公正に扱うととも

に、一人一人に寄り添い温かく接し、かつ厳しく育てる。学年・学級経営が基盤である。

〇地域や保護者との連携・信頼なしに教育は進められない。特に、保護者からの相談等には誠意をもっ

て対応し、保護者に安心感と信頼感を与える。「誠意」とは、「スピードと回数と継続」である。

(3「『思いやりの心』『自尊感情・自己肯定観』を持たせる」

〇道徳科をはじめ、すべての教育活動をとおして、思いやりの心、人権意識、規範意識の醸成に努める。

〇生徒の人格形成には、日々の教育活動の中で達成感・充実感を感じさせることを通して『自尊感情・

自己肯定観』を持たせることが大切である。日々の授業や生活、学校行事などをとおして、教師は生

徒の良い面を意識して発見することに努め、それを本人や保護者に積極的に伝えることに心がける。

〇生徒には、職業選択を含め、将来設計をさせていく中で、将来に対して明るい見通しを持つように支

援する。そのため、教師は、機会を捉え、積極的に自分の夢や希望、体験を語り、“生徒にとってよ

き職業人のモデル”となるように努める。

(4) 「常に、学び、吸収し続ける教師」

〇学校の教育活動の中核は授業である。まずは、授業の質を高め、生徒に確かな学力を育成することに

全力を傾注する。教科の指導力だけではなく、道徳科・特別活動・総合的な学習の時間の指導力を高

める努力をするとともに、学級経営力、生徒指導力の向上も常にめざす。

〇“教育は人なり”“学び続ける教師のみ、教える資格がある”と言われる。広く、高くアンテナを張

り、求めて謙虚に学び、新しい知識、指導方法等を身に付ける。

〇“流行”のみを求めるのではなく、“教師としての不易”を大切にする。いつの時代も、学力向上の

ためには、よい教材と深い教材研究、生徒の実態に合わせた複数の授業展開案、形成的評価とその結

果に応じた個に応じた（寄り添った）指導が必要である。

(5) 「学校は、有機的な組織体」

〇教育は、校長が示す学校経営方針・学校教育目標に従い、複数の教師が同一方向を向いて指導すこと

で効果が上がる。生徒のために、それぞれの立場で何をすべきか、何ができるかを自問し、各人の特

性を十分生かして学校経営・運営に参画する。

〇組織で動いていても、各自に分任された仕事は責任をもってやり遂げなければならない。担当してい

る教育活動の目的・位置づけを常に明確に把握しながら、他の職員との連携「報告・連絡・相談・確

認」を密にし、企画・実践にあたる。

〇良い実践は、生徒の姿として必ず現れる。“これまでどおり”ではなく、そのときそのときの生徒の

実態に合わせて吟味し、“よりよいものに変えていく”という意識を常に持つ。“現状維持は後退”

と捉える。

(6) 「服務は厳しく、人間関係は温かく」

〇教育公務員としての立場を自覚し、自己の言動に責任をもつ。時間厳守・期限厳守、清潔・清楚に心

がける。

〇“体罰・暴言、ハラスメントは厳禁”とする。人権を脅かしたり人間関係を崩壊させたりする言葉の

暴力も厳禁とする。

〇職務上の義務だけでなく、身分上の義務も常に自覚する。すなわち２４時間教育公務員であり、いか

なる場合も信用失墜行為をしてはならないことを自覚する。特に、飲酒運転・情報漏洩が絶対にない

ようにする。

〇“明るく活気ある職場でなければ、明るく活力ある生徒は育たない”を念頭に、組織の一員としての

自覚を持ち、互いを尊重して支え合い、笑顔と笑い声があふれる職場でありたい。

※ 「今ある生徒の姿は、教育の結果である。」


